
事業の名称 理科教育等設備整備

又は内容

予算額及び 平成１４年度予算額： １，５００百万円

事業開始年度 平成１３年度予算額： １，７８１百万円

事業開始年度： 昭和２９年度

事項名 （項）学校教育振興費

（大事項）理科教育の振興等に必要な経費

（事項）理科教育等設備整備費補助

主管課 （主管課）初等中等教育局教育課程課（課長：布村幸彦）

及び関係課

意図・目的 施策目標２－１ 基礎・基本を徹底し「生きる力」を育む学

校教育の推進

理科教育振興法に基づき、公立又は私立の小・中・高等学

校等の設置者に対して、理科、算数・数学教育（以下 「理、

科教育」という）のための設備の整備に要する経費の一部を

補助することにより、学校における理科教育の振興を図る。

必要性 （公益性の有無、政府の関与の必要性）

学校における理科教育については、科学技術の進歩の基盤

をなすものとして、国家の発展に影響を与える極めて重要な

ものであるため 「理科教育振興法」が制定されており、本、

事業は同法に基づき理科教育を実施する上で必要不可欠な設

備の整備を行い、理科教育の振興を図るものである。また、

科学技術創造立国を目指す我が国にとって、創造性豊かな理

工系人材の養成を目指し、抜本的な科学技術・理科教育の充

実を図ることが喫緊の課題となっており、このような観点か

ら「科学技術基本計画 （平成１３年３月３０日閣議決定）」

においても「初等中等教育においては、子ども自らが知的好

奇心や探求心をもって、科学技術に親しみ、目的意識を持ち

ながら観察、実験、体験学習を行うことにより、科学的に調

べる能力、科学的なものの見方や考え方、科学技術の基本原

理を体得できるようにする」ことが政府の方針として決定さ

、 。れているところであり 本事業の重要性は一層高まっている

、 、学校における理科教育は 国が定める学習指導要領に従い

適切かつ確実に実施される必要がある。特に理科教育におけ

る観察・実験のための設備は不可欠なものであり、また、Ｉ

Ｔをはじめとする科学技術の進展などの社会の変化に伴い、

理科教育設備についても高度化していることから、これに対

応して適宜更新していく必要がある。



また、学習指導要領で定めた教育内容・水準を全国的に確

保するとともに、発展的学習や補充的学習など児童生徒の個

に応じた指導の充実のための設備を整備する必要があり、設

置者の財政負担を軽減し多様な教育活動が円滑に行えるよ

う、国が経費の一部を補助する必要がある。

なお、地方自治体や教育関係団体等から、本事業の拡充に

ついて強い要望があるところである。

（国と地方の役割分担の適切さ、民営化・外部委託の可否）

国が学校教育設備の整備に要する経費の一部を補助するこ

とにより、学習指導要領で定めた教育内容・水準を全国的に

確保するとともに、地域の特色を生かした多様な教育活動の

実施を可能とするものであり、理科教育における学習指導要

領に定められた教育内容・水準を全国的に確保するという本

来の趣旨から、民営化、外部委託の方法は考えられない。

手段の適正性 科学技術創造立国を、人材育成と科学技術振興の両面から

支える文部科学省としては、本事業をはじめとする各種の施

策を一体的に展開していくことにより、効果的な対策を講じ

ていくことが必要である。

また、現行制度によらず地方の事業とした場合には、各地

方公共団体の財政力の差や政策判断により、全国的な教育内

容・水準の維持に重大な支障をきたす恐れがある。

このため、学習指導要領で定めた教育内容・水準を全国的

に確保するとともに、地域の特色を生かした多様な教育活動

の実施を可能とするためには、各学校の設置者が設備を整備

する場合に国がその整備に要する経費を設置者に対し補助す

ることにより、設備整備の充実を図る現行の制度が効果的か

つ合理的手段であると考える。

達成効果 達成効果 達成時期

及び達成時期

これまで、本事業により全国の学校に整備

された理科教育設備の現有額は、平成１２年

度末現在で、総額２，１６３億円（学校１校

当たり平均５４０万円）にのぼっている。こ

れら整備された設備が各学校の理科の授業に

おいて観察・実験等のために活用され理科教

育が円滑に実施されてきた。

こうした取組により、国際教育到達度評価

学会（ＩＥＡ）の行っている「国際数学・理

科教育調査」によると、我が国の児童生徒の

成績は国際的にみてトップクラス（中学校理

科４１カ国中第４位：平成１１年調査）に位

置しているところであるが、これは、とりわ



け観察・実験を重視して行ってきた我が国理

科教育の成果であり、引き続き本事業をはじ

めとする各種の施策を一体的に展開していく

、 。ことにより 同レベルを継続できると考える

その一方、理科の学習が「好き」とする子

どもの割合が５５％（国際平均７９％：平成

１１年同調査 、また「楽しい」とする子ど）

もの割合が５３％（国際平均７３％：平成７

年同調査）や、将来これらに関する職業に就

きたいと思う子どもの割合が２０％（国際平

均４７％：平成７年同調査）と国際的にみて

最低レベルであるなどの問題がある。

こうした状況を踏まえ、平成１４年度から

実施される新学習指導要領においては、児童

生徒が知的好奇心や探求心をもって、自然に

親しみ、目的意識をもって観察・実験を行う

ことにより、科学的に調べる能力や問題解決

、 、能力の育成等を重視して改訂しており また

自由民主党文教科学部会科学技術・理科離れ

対策小委員会の科学技術・理科離れ対策につ

いての報告において 「スーパーサイエンス、

ハイスクール」の創設をはじめとする施策の

充実を図ることが提言されたところであり、

各種理科教育の充実施策との連携を図りなが

ら設備の整備を図っていくことが重要な課題

である。

これらの施策及び本事業の充実を通じて、

、 「 」次回の国際調査時には 理科の学習が 好き

とする我が国の児童生徒の割合が高まる効果

と成績の向上が期待できる。

備考



理科教育等設備整備費補助の概要

１ 趣 旨

公・私立の学校の設置者が、設備基準に定められている設備を整備する場合、その整備に

要する経費の２分の１を当該学校の設置者に対し、予算の範囲内で補助するものであり、政

令で定める基準に達していないものについて、これを当該設備基準にまで高めるため、計画

的な設備の整備を行い、理科教育の振興を図る。

２ 根拠法令等

理科教育振興法（昭和２８年８月８日法律第１８６号）

理科教育振興法施行令（昭和２９年１２月１６日政令第３１１号）

理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令（昭和２９年１２月２８日省令第

３１号）

３ 内 容

(1) 補助金の名称

学校教育設備整備費等補助金（理科教育等設備整備費補助）

(2) 補助事業者

地方公共団体又は学校法人

(3) 補助対象経費

理科教育のための設備を整備するために必要な経費のうち、文部大臣が認める次のと

おりの経費とする。

① 補助対象経費は、交付要綱に定める理科設備及び算数・数学設備の整備に要する

経費の合計額とする。

② 学校ごとの補助対象経費は、交付要綱に定める１校当たりの基準金額とする。

③ 小学校並びに盲・聾・養護学校の小学部については取得価格が１個又は１組１万

円未満の設備、中学校並びに盲・聾・養護学校の中学部については取得価格が１個

又は１組２万円未満の設備、高等学校並びに盲・聾・養護学校の高等部については

取得価格が１個又は１組４万円未満の設備は、補助対象経費に含まないものとする。

（地方交付税により財源措置）

(4) 補助率

補助対象経費の２分の１（沖縄にあっては４分の３）

(5) 予算額の推移

(単位：百万円)

年 度 ８年度 ９年度 10年度 10補正 11年度 12年度 12補正 13年度

予算額 2,569 2,696 2,560 560 2,304 2,187 836 1,781


